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経営形態の今後の方向性について

　平成19年４月から、地方公営企業法を全部適用し、病院事業管理者に経営に関する権限と責任を一本化させ、そ

のメリットを最大限に活かした機動的・弾力的な病院経営を行っているところでありますが、市立病院が将来にわたり

市民の期待に応え、地域の中核病院として、良質で安定した医療を提供していくためには、経営基盤を強化し経営

の健全性を確保する必要があることから、地方独立行政法人化や指定管理者制度の導入などの経営形態の見直し

については、引き続き検討を行うこととします。

【経営形態の種類と全国的な状況】

概要
プラン策定
病院の状況

（平成23年９月末）

県内の主な病院
（平成23年９月末）

公
営
型

地方公営企業法
（一部適用） 地方公営企業法の財務規則のみを適用。 439病院

南相馬市立総合病
院、公立相馬総合病
院　など

地方公営企業法
（全部適用）

専任の管理者に、人事・予算等の権限が付与さ
れ、より自律的な経営が可能となる。 345病院

総合磐城共立病院、
公立岩瀬病院　など

地方独立行政法人
地方公共団体の公共的な事務等を効率的・効果的
に行うために設立する法人のこと。別の法人格を有
する経営主体に経営が委ねられる。

51病院
福島県立医科大学
附属病院

民
営
型

指定管理者制度
（公設民営）

民間の医療法人等を指定管理者として指定し、公
の施設の管理を行わせる制度。

62病院
猪苗代町立猪苗代
病院、三春町立三春
病院

民間譲渡 民間の医療法人等に経営を譲渡する。 旧市立常磐病院

（計　897病院）

【各経営形態の制度概要】

制度の概要 主な特徴や課題

地方公営企業法
（一部適用）※１

・病院の運営全般を市長の責任
　のもと行う制度

・市の組織の一部であり、政策医療の確実な実施が可能
・公立病院改革ガイドラインにより経営の効率化が求められる

地方公営企業法
（全部適用）※１

・市長が事業管理者を任命
・事業管理者に対し、人事・予
  算等に係る権限が移譲する

・市の組織の一部であり、政策医療の確実な実施が可能
・一部適用に比べて、より自律的な経営が可能となる

地方独立行政法人
※２

・地方独立法人を設立し、経営
  を譲渡
・理事長は市長が任命

・市長が中期目標を設定するなど、一定の関与が可能なため、政策
  医療の安定的な実施が期待できる
・上記の直営方式に比べ、予算・財務・契約などの面でより自律的な
  経営が可能となる

指定管理者制度
（公設民営）※２

・民間の医療法人等に病院の
  管理を行わせる制度

・不採算医療である政策医療を安定的に提供できない可能性がある
・民間的経営手法の導入が期待される
・適当な事業者の確保に懸念がある

民間譲渡
※２

・民間の医療法人等に経営 を
  譲渡

・不採算医療である政策医療を安定的に提供できない可能性がある
・民間的経営手法の導入が期待される
・適当な事業者の確保に懸念がある

※１　国の地方公営企業会計制度の見直しに伴い、平成26年度以降の予算・決算においては、地方独立行政法人と同様の
　　会計基準へと変更される（借入資本金の負債への計上、みなし償却の廃止、退職給与引当金の計上義務化など）。

※２　地方独立行政法人化等への経営形態の変更を行う際には、不良債務や累積欠損金の解消、退職給与引当金の計上
　　などが必須となる。

以前の経営形態（～H18)

現在の経営形態（H19～）
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経営形態の比較表

地方公営企業法全部適用 特定地方独立行政法人（公務員型） 一般地方独立行政法人（非公務員型） 指定管理者制度（利用料金制） 民間譲渡

法人格 市の一部（独立した法人格はなし） 市とは別法人 市とは別法人（譲渡先の法人）

設立要件 条例で規定
地方自治法第244条の２第３項の手続き

（条例の改正等）を経て指定（議会の議決要）
病院事業設置条例の廃止（又は改正）

施設所有者 市 市 譲渡先の法人

運営責任者
病院事業管理者

※　市長が任命（任期：４年）…地公企法7の2
指定管理者の代表 譲渡先法人の代表

職員の身分 地方公務員（市職員）
地方公務員（地方独立行政法人職員）

※　地公法15～22の規定を適用

非公務員（民間企業の職員と同じ）

※　法人と職員の間に雇用契約関係
非公務員（指定管理者の職員） 非公務員（譲渡先法人の職員）

職員の任用
管理者が任命権を有する（主要職員を除く）

※　主要職員は市長の同意が必要

労働基本権
○　労働３権あり

※　労基法、労組法、労働関係調整法を適用

職員の身分保障 降任、休職、解雇等の事由は、就業規則に規定

給与、退職手当

職務給の原則、職員が発揮した能率を考慮

※　詳細は企業管理規程で定める

職務給の原則、職員が発揮した能率を考慮

※支給基準は市長への届出、公表が必要

勤務成績を考慮

※　支給基準は市長への届出、公表が必要

共済関係 適用なし

※　企業管理規程により決定 ※　法人で規程を定め、市長に届出、公表

内部組織 管理者が内部の組織権を有する

予算
○　予算原案の作成権あり（市長が調製）

※　予算単年度主義（議会の議決が必要）

財政措置 ※　基本的には全適に同じ

市の負担
（一般会計）

○　繰出基準に基づき一般会計から繰入
　・負担金（収益的収支：３条）
　・出資金（資本的収支：４条）

○　特定の経費について市が負担

資金調達手段
○　企業債の発行が可能
○　他会計からの長期借入れが可能
○　他会計等からの一時借入れが可能

※　基本的には全適に同じ

決算
○　管理者が調製→報告書を市長へ提出→
　　 監査委員の審査及び意見の添付→
      議会の認定・・・地公企法30

○　年度終了後、指定管理者は市長へ事業報
   告書を提出

区分

総
括
的
事
項

人
事
・
給
与
・
組
織

財
政
・
経
営
面

服務等

市とは別の法人格（地方独立行政法人）

○　定款の制定（市議会の議決要）　　　○　県の認可

※　法人企業に関する市の一定の権利・義務を継承

地方独立行政法人

理事長（法人の長）

※　市長が任命（任期：４年以内、定款で定める）…地独法14①、15

理事長が任命権を有する（監事を除く）

※　監事は市長が任命

○　団結権、団体交渉権（労働協約締結権）あり。争議権なし。

※　地方公営企業等の労働関係に関する法律を適用（地方公務員の適用除外部分）

法律又は条例に定める事由でなければ、意に反して降任、休職、免職されない。

地方公務員共済組合法を適用

地方公務員法の服務規程を適用（職務専念義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務等）

理事長が内部の組織権を有する

就業規則等により決定

　[中期目標]　市長が策定→議会の議決→法人に指示及び公表…地独法25

　[中期計画（料金含む）]　法人が策定→市長の認可→議会の議決→公表…地独法26、83

　[年度計画]　法人が策定→市長に届出→公表…地独法27

　※　予算単年度主義はない（契約や財務運営等の面で弾力的対応が可能）

○　繰出基準に基づく地財措置　　　　　　○　企業債の元利償還に係る交付税措置等

○　特定の経費について、市から交付金を交付

○　企業債の発行は不可
○　市からの長期借入（転貸債）は可能（市以外からの長期借入は不可）…地独法41
○　中期計画に定めた限度額の範囲内での短期借入れ（一借）が可能

○　理事長が財務諸表等の決算報告書を作成→監事の意見を付し、市長へ提出→
      市長が評価委員会（第三者機関）の評価聴取→承認・・・地独法34

生計費、他の公務員、民間の給与、経
営状況等を考慮

公務員、民間の給与、中期計画の人件
費の見積もり等を考慮…地独法57

法人業務実績を考慮し、社会一般の情
勢に適合…地独法51

地方公営企業への一般会計負担金の根拠法となる地公企法17条の
２と地方独立行政法人の根拠法の地独法85条は同じ内容である

○　中期目標（３～５年）
　　 期間、サービス、業務効率化、財務改善策などを明記
○　中期計画（同程度）
　　 予算、収支計画、料金、短期借入金限度額などを明記

2


	【資料３】経営形態の今後の方向性
	表紙

	【資料３】経営形態の今後の方向性2
	Sheet1

	【資料３】経営形態の比較表
	Sheet1


